
薬局の設備・機能及び処⽅箋応需にあたって提供するサービスの概要 
 
 
 
1.当薬局は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準による調剤を⾏っている保険薬局です。 
 
 
2.当薬局は、⽣活保護法・結核予防法・⾝体障害者福祉法などの各種公費負担医療のほか労
災医療に係る処⽅箋も応需します。 
 
 
3.当薬局は、服⽤薬剤の種類や服⽤経過などを記録した「薬剤服⽤歴記録」を作成し、薬剤
によるアレルギーや副作⽤の有無を確認するとともに、複数の医療機関から薬剤が処⽅さ
れている場合には、薬剤同⼠の重複や相互作⽤の有無をチェックします。 
そのため、体質・副作⽤歴・アレルギー歴・他の医院の受診や併⽤薬・服薬状況などについ
てお伺い致しますので、ご協⼒をお願い申し上げます。 
 
 
4.当薬局では、薬の効能、服⽤に当たってご注意頂きたい点などを⽂書にて提供致します。
また薬の服⽤歴を記録するための専⽤の⼿帳を無償で提供しています。 
 
 
5.当薬局は、有効かつ安全に薬物療法を受けて頂く為に、処⽅した医師に問い合わせを⾏う
場合があります。また、必要があれば患者様の了解のもと、患者様の服薬状況などについて
処⽅医に情報提供致します。 
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安⼼して薬局サービスを受けていただくために 

（お知らせ） 
 

 当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個⼈情報保護の取
扱いに関する基本⽅針にもとづいて、常に皆様の個⼈情報を適切に取り扱っています。また、
当薬局における個⼈情報の利⽤⽬的は、次に掲げる事項です。 
 個⼈情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合
わせください。 
 

〜皆様の個⼈情報の利⽤⽬的〜 
 

l 当薬局における調剤サービスの提供 
l 医薬品を安全に使⽤していただくために必要な事項の把握（副作⽤歴、既往歴、アレル

ギー、体質、併⽤薬、ご住所や緊急時の連絡先など） 
l 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携 
l 病院、診療所などからの照会への回答 
l 家族などへの薬に関する説明 
l 医療保険事務（審査⽀払機関への調剤報酬明細書の提出、審査⽀払機関または保険者へ

の照会、審査⽀払機関または保険者からの照会への回答など） 
l 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など 
l 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
l 薬局内で⾏う症例研究 
l 薬局内で⾏う薬学⽣の薬局実務実習 
l 外部監査機関への情報提供 
 
 
 
   ドリーム薬局調布店  開 設 者：有限会社サーティスドリーム 
              個⼈情報取扱責任者：城⼾知栄⼦ 
 
   お問い合わせ先    〒182-0024 東京都調布市布⽥１−３６−８ 
                    真光書店ビル４階 
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個⼈情報保護に関する基本⽅針 

 
１基本⽅針 
 当薬局は、「個⼈情報の保護に関する法律」（以下、「個⼈情報保護法」）および「医療・介
護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（厚⽣労働省策定以
下、「ガイドライン」）を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個⼈情報を
適切かつ万全の体制で取り扱います。 
 
2 具体的な取り組み 
当薬局は、皆様の個⼈情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。 
＜1＞個⼈情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。 
＜2＞個⼈情報の取扱いに関するルール（運⽤管理規定）を策定し、個⼈情報取扱 
責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。 
く 3＞個⼈情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・損の防 
⽌に努めます。 
＜4＞個⼈情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場 
合には、これを改善します。 
＜5＞個⼈情報の取得にあたっては、あらかじめ利⽤⽬的を明⽰し、その⽬的以外には使⽤
しません。 
ただし、本⼈の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個⼈を識別できないよう匿名化し
た場合などは除きます。 
取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。 
＜7＞個⼈情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。 
 
3 相談体制 
当薬局は、次の事項についてご本⼈から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。 
＜1＞個⼈情報の利⽤⽬的に同意しがたい場合 
＜2＞個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌など（法令により応じられない場合を除く） 
＜3＞個⼈情報が漏洩・滅失・損した場合、または、その可能性が疑われる場合 
＜4＞その他、個⼈情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合 



 

「個別の診療内容の算定項⽬が分かる明細書」の発⾏について 

 
 
  このたび、厚⽣労働省からの通達で、領収証の他に個別の調剤報酬の算定項⽬
が分かる明細書を発⾏することになりました。 
 
 
  明細書には使⽤した薬剤が出ていますので、もし紛失しますと、他の⼈に病名
等が分かってしまう場合があります。取り扱いには充分ご注意ください。 
  
 
当薬局では発⾏した明細書に関するご質問にはお答えいたしますが、調剤報酬
についてのさらに詳細なご質問につきましては、厚⽣労働省にお問い合わせく
ださい。 
 
 

厚⽣労働省 保険局医療課 03-5253-1111 内線 3288 
 
 
 なお、明細書発⾏を希望されない⽅は、あらかじめお申し出ください。 
 
 

ドリーム薬局 調布店 


